
（財）産業廃棄物処理事業振興財団     

平成１６年度事業報告 
 
 
 産業廃棄物の処理施設の整備に必要な資金の融通の円滑化、その他の産業廃棄物の処

理に係る事業の振興措置等及び事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るため

の自主的な活動を推進するため、下記の事業を行った。 
 
 
 

Ⅰ 産業廃棄物処理特定施設整備法関連業務 
 １．債務保証事業 
 （１） 債務保証事業の業務実行状況 
  ア．債務保証の新規案件 

  １件で１５０百万円の新規債務保証を実行した。 
  保証相談は多く、外部専門家を活用した調査も２件実施したが、実行

に至る案件は少なかった。 
  イ．代位弁済の実行等 

  代位弁済の新たな実行はない。 
  求償権先に対する競売申立により１９６百万円を回収した後、２件で

１，７５５百万円の求償権を償却した。 
  ウ．債務保証等残高 

  平成１７年３月末の残高は、債務保証７，２１８百万円、求償権８０８

百万円となった。 
また、将来の損失に備えて６５百万円の債務保証積立を行った。 

  エ．既往保証先等に対する債権管理 
  既往保証先に対するフォロー調査を計画的に実施した上で、債権分類の

見直しを行い、債権管理の徹底を図った。 
求償権先等に対しては、顧問弁護士も活用して経営指導・営業権譲渡の

提案を行う等、債権回収の極大化を目指す努力を行った。 
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２．産業廃棄物処理特定施設整備促進事業 

  廃棄物処理センターの整備促進及び不法投棄原状回復事業に係る情報交換の 
ための第１１回全国都道府県等担当者会議を開催した。 
日  時 平成１６年１１月１８・１９日 
場  所 名古屋市「名古屋観光ホテル」 
参加人数 約１５０名（各都道府県廃棄物担当者等） 
内  容 １．産業廃棄物処理業の優良化推進事業 

      ２．愛知県の産業廃棄物に関する取り組みについて 
      ３．廃棄物処理センター整備等 

  
 ３．振興事業 
  （１）受託調査等 
  ア．廃棄物処理センター関連調査 

（環境省からの受託事業等） 
   （ア）廃棄物処理センター整備基本調査 

廃棄物処理センター整備は、広域化や地域融和等立地促進の観点

が重要となることをふまえ、次年度以降の調査のあり方や構成枠組

み等について調査研究を行った。 
   （イ）公共関与等調査 

都道府県の個別事案に即した施設整備手法の検討として、４県の

自治体に関する診断書と事業の具体化に向けた工程の策定を官民

共同で行った。また既存生産設備の活用の一例としてセメント工場

の遊休キルンに着眼し事業化可能性調査を実施した。 
  イ．産業廃棄物処理業優良化推進事業 
   （環境省からの受託事業） 

産業廃棄物処理業者の優良化を推進し、さらには資源循環ビジネスの

育成と活性化を図ることを目的とした産業廃棄物処理業優良化推進事業

を平成１５年度から実施している。平成１６年度は前年度に実施した各

種調査から得られた基礎的資料等をもとに、処理業者の優良性の判断に

係る評価基準の検討や、評価制度の解説の作成、さらに電子マニフェス

トの普及促進方策を検討し環境省に報告した。環境省においてはその報

告を受けて廃棄物処理法施行規則を改正し、平成１７年４月１日から産

業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度が施行されたところで

ある。 

 - 2 -



以下に本事業の企画・進行管理等を担っている産業廃棄物処理業優良

化推進委員会ならびにその下部組織であるワーキンググループにおける

活動状況を報告する。 
（ア）産業廃棄物優良化推進委員会 
   １６年度は３回会合を開催しワーキンググループでの検討結果や 

事業の進め方について検討した。 
（イ）評価基準検討ワーキンググループは合計９回の会合を開催し、産 

業廃棄物処理業の優良性に係る評価制度に係る評価基準をとりまと 
め、続いて同評価制度に関する解説書を作成した。 

（ウ）処理業実態調査ワーキンググループ並びに委託実態調査ワーキン 
ググループは、２回合同会議のあとそれぞれ単独会合を開催し、処 
理業者の経営実態及び排出事業者の廃棄物処理委託実態についてア 
ンケート調査等を実施した。その結果は優良性評価制度等を検討す 
る際に有効活用された。 

（エ）情報開示システムワーキンググループにおいては、優良性評価制 
度(案)に準拠した処理業者の情報開示を支援するため、当財団の「産 
廃情報ネット」上に「情報開示支援システム」を開発・設置し、こ 
のシステムを利用しての「情報開示パイロット事業」のあり方や運 
用について検討した。 

（オ）電子マニフェスト普及促進ワーキンググループにおいては、電子 
マニフェストの普及促進についてヒアリング等を実施し普及促進方 
策を検討した。 

（カ）産業廃棄物処理業優良化事業の成果を関係者間で共有し、広く国 
民にＰＲし普及促進を図るため、１６年１０月１６日に愛知県名古 
屋市において、学識経験者、産業界、処理業者、自治体等の有識者 
の参画により、「産業廃棄物処理業優良化推進フォーラム」を開催し 
た。その結果、処理業者はじめ排出事業者、行政担当官、一般市民 
など約１２００名の参加を得た。 

 
  ウ．ＰＣＢ関連調査 
   （環境省からの受託事業） 

（ア）ＰＣＢ等処理技術調査検討業務 
 ＰＣＢ廃棄物の新処理技術・改良技術に関して、ＰＣＢ等処理技

術調査検討委員会を５回開催し、開発企業から申請のあったＰＣＢ

新処理技術・改良技術９件について審査・評価・基準化検討を行っ

た。 
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    （イ）低濃度ＰＣＢ汚染物対策調査検討業務 
       低濃度ＰＣＢ汚染物対策検討委員会の原因究明ワーキンググルー

プを４回開催し、変圧器等に微量のＰＣＢが混入汚染した原因をア

ンケート、ヒアリング、現地調査及びサンプル再分析等により調査・

検討した。また、測定法ワーキンググループを４回開催し、ＰＣＢ

測定法を調査し、簡易分析法について広く募集し、応募された分析

方法を検討した。 
  エ．ＰＣＢ処理支援調査 
     （日本環境安全事業㈱からの受託事業） 

（ア）ＰＣＢ廃棄物処理技術調査業務 
     日本環境安全事業㈱ＰＣＢ処理事業委員会、技術部会の資料作成

等の支援業務を実施した。また大型変圧器解体技術調査では、実際

の大型変圧器を用いて放熱器及びブッシング等の部品取り外しの際

のＰＣＢ漏洩対策について検討をした。さらに実際の変圧器保管現

場をモデルにして、放熱器取り外し作業における蒸気ＰＣＢの拡散

シミュレーションを実施し、作業環境における蒸気ＰＣＢ濃度の解

析を行った。 
    （イ）基本情報データベースに関する基礎調査業務 
     平成１５年度に日本環境安全事業㈱からの受託事業で作成したＰ 

ＣＢ特別措置法に基づく届出個票の全国版データベース及びＰＣＢ 
電気機器（変圧器、コンデンサ等）の寸法、重量、ＰＣＢ量等をデ 
ータベース化した機器情報データベースの改良を実施し、閲覧、検 
索、修正などをし易くした。 

    （ウ）ＰＣＢ廃棄物処理施設建設工事技術提案審査等支援業務 
    北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設設置工事について、応募企業から提

出された技術提案書の評価案を作成する等の審査等支援業務を実施

した。 
    （エ）技術管理等マニュアルの作成 
     北九州事業をベースとして、処理施設建設、機器製作、試運転の 

各ステップにおいて検査を実施する際の性能検査マニュアル及び施 
設の適切な運転を実施するために事業所技術職員が業務内容をマニ 
ュアル化した技術管理マニュアルを作成した。 

  （２）研修業務 
   （ア）第１期産業廃棄物処理業経営塾 

産業廃棄物処理の中核的な担い手となる企業の経営責任者を対象に、 

 - 4 -



第Ⅰ期「産業廃棄物処理業経営塾」を開催した。これは、産業廃棄物の 
処理・資源化事業を経営するうえで求められる広範な知識や見識をより 
一層深め、各地域の業界の水準を高める役割をも担える人材を育成する 
ことを目指したものである。優良な産業廃棄物処理業者として評価を得 
ている企業から３５名が入塾した。また、講師陣には、産業廃棄物処理

事業に関する各分野の最前線で活躍する２４名の講師を迎え、産業廃棄

物関連法制度、経営概論など基礎的な講義、焼却処理、収集・保管・前

処理、最終処分に関する技術概論の講義、処理業におけるリスク対応や

今後の経営展開の方法に関する実践的な講義にいたるまで充実したカリ

キュラム運営をおこなったほか、研修合宿、施設見学などを実施した。

３月２５日に６ヶ月に亘る経営塾を終了し、個人面談を経て全員卒塾し

た。 

 
  講義期間：平成 16年 10月～平成 17年 3月（6ヶ月間） 
  講  義：21講義 
  会  場：六本木アカデミーヒルズ４９講義室 
  施設見学：千葉県内管理型最終処分場、家電ﾘｻｲｸﾙ施設、及び都内大 

型ﾋﾞﾙ廃棄物収集ｼｽﾃﾑ 
      研修合宿：（財）人材開発ｾﾝﾀｰ富士研修所において、産業廃棄物処理 

業経営者からの講義及び塾生同士のｸﾞﾙｰﾌﾟ討議を 1泊 2 
日にて実施 
 

   （イ）産廃経営研究会 
  産業廃棄物処理業の経営者等を対象に、総合的な経営知識や事業戦略

をテーマとする第Ⅱ期産廃経営研究会を実施した。 
本研究会では、導入セミナー及び自社の経営戦略策定をするための合

宿研修を行った。 

Ⅱ 廃棄物処理法関連業務（産業廃棄物適正処理推進ｾﾝﾀｰ業務） 
  １．産業廃棄物適正処理推進事業 
 （１）法改正以後の不法投棄等産業廃棄物除去事業等に対する協力 

改正廃棄物処理法の施行日（平成１０年６月１７日）以後に不法投棄され

た産業廃棄物の支障除去措置のための適正処理推進基金は、約４．５億円（国

１．７億円、産業界約２．８億円）造成した。 
建設混合廃棄物、建設木くず、廃油など支援要請１５事業（１府１道７県

３市に対し、運営協議会を５回開催して４．９億円余の出えんを実施した。
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なお、年々増加していた硫酸ピッチ不法投棄件数は前年並みであったが、

１件当たりの事業費が少額であったことから、出えん額は約６０％減の１．

７億円余であった。 
 （２）産業廃棄物特定支障除去等支援対策事業に対する協力 

  「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」に係る国庫

補助金を適正処理推進基金（国の補助金で造成）に受け入れ、同特別措置法

に基づき、１５年度から引き続きの香川県豊島事業、青森県・岩手県の県境

事業に加え、新たに山梨県須玉事業、秋田県能代事業の５県に対し同基金よ

り１６億７千万余の出えんを行った。 
 （３）不法投棄防止対策 

   不法投棄における効率的支障除去方策について、「原状回復支援事業技術

検討委員会」を設置して検討し、硫酸ピッチの処理技術などの検討結果を報

告書にとりまとめ全国の都道府県等へ配布した。 
   不法投棄防止のネットワーク構築として、地方環境対策調査官事務所と都

道府県等との連携方策について「不法投棄未然防止対策検討委員会」により

検討・整理し、情報共有化のあり方などについてとりまとめ公表した。 
（４）エコパトロールの普及・促進 
   産業廃棄物の不法投棄の未然防止・拡大防止を図ることを目的とした衛星

通信を利用した現場監視システムであるエコパトロールを、栃木県他３県に

本格導入し、北海道他７県で試行運用を行いシステムの有効性を確認した。 
 （５）環境省からの受託調査等 
  ア．産業廃棄物不法投棄実態調査 

都道府県等が平成１５年度に把握した新たな不法投棄及び原状回復の

状況を調査した。 
  イ．環境破壊行為早期対応システムの運用等 

廃棄物の不法投棄による環境破壊行為に対する早期対応を図るため整

備された環境破壊行為早期対応システムの運用、保守等を実施し、環境省

地方環境対策調査官事務所等への支援を行った。 
  ウ．不法投棄事案対応調査支援事業 

不法投棄の未然防止・拡大防止のために、法律や企業会計の専門家、廃

棄物関係の技術者等による支援チームを編成し、支援要請があった６県４

市に対し、現場において、不法投棄事案の解明方法、汚染範囲等の調査手

法、支障除去方法等に関する助言を行った。 
エ．小口巡回回収システムに関する調査 
  建設解体廃棄物を対象に、関東地域の収集・運搬や処理処分の実態を把 
握したうえで、廃棄物を小口で巡回回収するシステムの適用性について検 

 - 6 -



討した。 
 
 

    ２．情報提供業務 
（１）「産廃情報ネット」 

      現在当財団が取り組んでいる「産業廃棄物処理業の優良化推進事業」の一環 
として、産廃情報ネット内に新しい機能「情報開示支援システム」を構築し、

これを活用して、１７年４月から始まる産業廃棄物処理業者の情報開示にそな

え「情報開示パイロット事業」を実施した。 
    （２）リサイクルネット 

 リサイクル需給情報の交換システム「リサイクルネット」については、各県

運営主体の努力により、登録会員数に２００社余りとなり、活発なリサイクル

需給情報の交換が行われた。 
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